
都市計画提案の手続きフロー

計画提案者土地所有者等及び周辺住民等 千葉県などの関係機関酒々井町

●事前に土地所有者等及び周辺住民等へ

計画提案の説明会等を行い、2／3以上

同意が望ましい。

土地所有者等及び周辺住民等へ

の説明及び合意形成

【事前調整】

区域マス、都市マス、立地適正化

計画等との整合

市街化調整区域における土地利

用方針及び地区計画ガイドライ

ンに適合

開発許可の技術基準に適合

計画提案の素案や手続き等に

ついて助言及び指導

土地所有者等による計画提案

に係る都市計画の素案を提出

町から協力要請を受けた場合

追加資料などを作成

都市計画の

素案を提出

【調整】

区域マス、都市マス、立地適正化

計画等との整合

市街化調整区域における土地利

用方針及び地区計画ガイドライ

ンに適合

開発許可の技術基準に適合

決定（変更）の必要なしの

判断理由等を通知

県との協議

決定（変更）の

必要がない判断

提案に基づく都市計画の原案等の作成

都市計画の原案等の公告・縦覧

都市計画の案の公告・縦覧

町都市計画審議会

県等関係機関との事前協議

県等関係機関との事前協議

開発行為及び農地転用の申請

開発行為及び農地転用の許可

住民及び利害関係人の

意見書の提出

土地所有者等の意見の提出

計画提案の目的や区域等を検討

し、事前相談書に基づき酒々井町

へ事前に相談

【地区計画の場合】

【地区計画以外の場合】

Ø 都市計画法第２１条の２の規定に基づく町に対する都市計画の決定又は変更の提案については、概ね以下の流れに沿った手続きが必要になります。

Ø 町に提案することができる都市計画は、都市計画法第１５条に規定する市町村が定める都市計画になります。

要綱第４条第２項及び第４項

要綱第５条第２項及び第１１条

要綱第５条第１項

要綱第４条第１項

要綱第４条第３項

要綱第７条

要綱第９条第１項

要綱第１０条第１項要綱第１０条第３項
要綱第１０条第７項

要綱第４条第５項

要綱第９条第２項

要綱第１０条第３項

計画提案の判断に必要な場合

町へ資料提供及び説明を行う

要綱第９条第２項

要件の確認、受理及び公開

町都市計画審議会

計画提案に対する判断
【酒々井町都市計画提案検討委員会】

意見書の提出

要綱第１０条第４項

●意見書の提出があった場合、町の見

解を付し、改めて審議会の意見を聴

き、計画提案の採否を再検討します。

町都市計画審議会の開催を通知 決定（変更）の

必要があると

判断した場合

決定（変更）の

必要がないと

判断した場合

公聴会の開催（必要に応じて）

決定（変更）の

必要がある判断

都市計画の決定（変更）

都市計画の案の作成

開発許可基準による審査


